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地域総合治水推進協議会 

県が作成した計画案に対して、県民意見を広く聴取するため、計画地域ごとに県民局が

設置する要綱設置の協議会。原則公開 
 

ワーキング 

計画案に対して、県民意見をきめ細かく丁寧に聴くために協議会に設ける下部組織。原

則公開。計画地域の実情に応じて、一地域に複数のワーキングをおくことができる。 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料１－３ 

◆地域総合治水推進計画の策定にかかる体制（概要）

（公開）

中播磨（市川流域圏）地域総合治水推進協議会

【役割】広く県民の意見を聴く

【委員】学識者(会長)、市町長、県民局長、地域代表者 等

上流域ワーキング

【役割】県民の意見をきめ細かく

丁寧に聴く

【構成員】企画調整担当主幹(座長)

県・市町行政関係者

地域代表者 等

下流域ワーキング

【役割】県民の意見をきめ細かく

丁寧に聴く

【構成員】企画調整担当主幹(座長)

県・市町行政関係者

地域代表者 等

行 政

【役割】

（県）

総合的・計画的な施策

の策定・実施

（市町）

各地域の特性を生かし

た施策の策定・実施

【ﾒﾝﾊﾞｰ】

土木・農林・防災分野

等で構成

連携

意見 意見

意見

説明

意見

説明

計 画

－１－ 

（原則公開） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 計画地域の概要 

対象水系：天川、西浜川、八家川、市川、野田川、船場川、夢前川、汐入川、大津茂川 

関係市町：姫路市、福崎町、市川町、神河町、朝来市、高砂市、太子町 

－２－ 

【市川：姫路市豊富町豊富付近】 

【市川：神崎町栗付近】 

上流域 

下流域 


